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ひ
と
つ
在
と
っ
て
み
て
も
、
招
商
局
を
め
ぐ
る
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
の

事
情
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

楊
聯
陸
教
授
の
講
師
滋
師
説
に
つ
い
て

わ
た
く
し
は
さ
き
に
本
容
第
一

・
二
放
に
お
い
て
『
西
貌
計
帳
戸
籍
に
お

け
る
課
と
税
の
意
義
』
(
上
)
(
下
)
を
掲
載
し
た
。
本
論
は
敦
爆
裂
見
ス
タ

イ
γ
漢
文
文
書
第
六
二
ニ
腕
の
記
事
の
な
か
で
、
劉
文
成
戸
に
お
け
る
二
律

背
反
(
一
戸
全
員
不
謀
口
で
あ
り
な
が
ら
、
戸
全
髄
と
し
て
は
課
戸
と
な
っ

て
い
る
事
質
)
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本

文
書
中
に
お
け
る
碍
防
・
防
閤
等
の
雑
任
役
の
内
容
は
、
本
論
に
と
っ
て
必

須
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
、
し
ば
ら
く
論
外
に
お
く
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ

が
先
般
、
拙
論
が
は
か
ら
ず
も
ハ

l
パ
l
ト
大
皐
の
楊
聯
陸
教
授
の
自
に
と

ま
り
、
京
都
大
撃
の
宮
崎
市
定
教
授
を
遁
じ
て
次
の
鮎
に
つ
い
て
御
指
摘
を

う
け
た
。
す
な
わ
ち
付
拙
論
の
論
旨
に
は
同
意
で
あ
る
が
、
同
楊
氏
が
さ
き

に
清
華
聞
学
報
・
新
一
答
・
第
一
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
輿
曾
我
部
数
援
諭
謀
役

書
」
(
一
九
五
六
年
六
月
)
に
お
い
て
右
文
書
中
の
議
附
を
獄
師
と
鎖
む
べ

く
、
ま
た
同
六
丁
兵
品
川
人
の
う
ち
「
乗
二
人
」
を
「
像
二
人
」
と
す
べ
き
こ
と

を
の
べ
た
が
、
拙
論
は
こ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
以
上
三
鮎
で
あ
る
。
そ
こ

で
わ
た
く
し
は
早
速
、
楊
先
生
宛
、
わ
た
く
し
が
こ
れ
に
ふ
れ
な
か
っ
た
理

由
、
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
愚
見
を
申
述
、
へ
、
錫
先
生
よ
り
重
ね
て
御
返

事
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
「
乗
二
人
」
を
「
倹
二
人
」

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
保
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
掲
附
揃
畑
師
設
に
つ

い
て
は
確
信
を
も
た
れ
、
そ
の
論
援
を
提
示
さ
れ
た
。
わ
た
く
し
は
早
速
、

中
園
・
日
本
の
古
文
書
を
検
討
し
た
結
果
、
傷
先
生
の
見
解
の
正
し
い
こ
と

を
知
る
と
と
も
に
、
本
文
書
の
雑
任
役
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
邦
で
は
専
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も
う

一
つ
は
外
図
と
の
交
渉
の
面
を
捻
賞
し
た
乙
と
。

論
も
な
く
、
今
後
、
色
役
の
研
究
に
は
是
非
参
考
す
べ
き
事
項
で
あ
る
と
考

え
る
の
で
、
こ
の
際
、
本
放
の
徐
白
を
か
り
、
拙
論
の
補
正
を
も
か
ね
て
、

楊
氏
の
高
見
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
楊
先
生
、
諒
承
済
)

ω鳴
附
の
「
掲
」
に
つ
い
て
、

付
羅
振
胡
茸
・
羅
振
玉
輯
、
増
訂
碑
別
字
省
五
に
よ
れ
ば
、
市
旭
・
猶
・
猶
は

共
通
の
文
字
で
あ
る
。
口
ま
た
同
右
に
よ
れ
ば
、
勝
・
脇
・
腐

・
醐胴

・
脳臓は

共
通
の
文
字
で
あ
る
。

倒
議
附
の
「
怖
」
に
つ
い
て
、

付
大
日
本
古
文
書
三
。
二
四

o
l
一
頁
、
聖
武
天
皇
施
入
勅
願
文
(
天
卒

威
費
元
年
間
五
月
二
十
日
)
に
よ
れ
ば
、
正
一
位
行
左
大
臣
粂
大
宰
肺
橘
宿

禰
諸
兄
と
あ
る
太
宰
姉
は
太
宰
師
の
異
字
で
あ
り
、
口
増
訂
碑
別
字
倉
一
に

よ
れ
ば
、
飾
・
肺
・
附
・
師

・
師
・
師
は
共
通
の
文
字
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

ωの
H
・
口
に
よ
っ
て
掃
は
獄
と
讃
め
、
倒
の
付

・
口
に
よ

っ
て
附
は
師
と
讃
め
る
。
そ
こ
で
ス
タ
イ
ン
文
書
の
得
附
を
狼
師
と
讃
み
、

こ
れ
を
雑
色
役
の
一
稽
で
あ
る
魚
師
と
同
類
の
も
の
と
す
る
楊
氏
の
訟
は
成

立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
践
に
掲
載
し
た
拙
論
の
論
旨
に
直
接

関
係
な
く
、
し
た
が
っ
て
幸
に
こ
れ
に
よ
っ
て
前
論
を
訂
正
す
る
必
要
は
生

じ
な
い
が
、
小
論
の
護
表
を
機
に
楊
先
生
の
古
文
書
に
劃
す
る
該
博
な
知
見

に
接
し
え
た
こ
と
、
お
よ
び
は
る
ば
る
海
外
よ
り
未
熟
な
小
生
に
封
し
御
懇

切
な
教
示
を
賜
わ
っ
た
こ
と
に
謝
し
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

一
九
六
一
年
十
一
月

(
西
村
元
佑
)
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